
  

  

  

  

第３編 

  

下水道事業経営戦略 
  

 

令和 2年度作成 デザインマンホール 



 

第１章 現状と課題 

  

１ 下水道事業の概要 

  

 本町は、諏訪湖に面し、扇状地に発達した町で諏訪湖に流れ下る川を中心とした自然環境

豊かな温泉宿場町として発展してきました。 

 この自然環境や水環境を後生に残すため、昭和49年(1974年)から「よみがえれ諏訪湖・泳

げる諏訪湖」を取り戻そうと生活排水対策事業（公共下水道）を進めて、ほぼ全域に下水道

を普及してきましたが、現在では人口減少や高齢化の進展など社会情勢の変化への対応が

求められています。 

 また、生活排水施設は、機能の維持や利用者である住民の皆様の利便性や快適性を持続し

ていくため、今後とも適切な維持管理のもと運営を行っていく必要があります。 

（出典）下諏訪町「水循環・資源循環のみち２０１５」構想 

①概要 

供用開始年度 

（供用開始後年数） 

昭和 54年度(1979年度) 

（供用開始後 48年） 

法適（全部適用・一部

適用）非適の区分 
法適用(全部適用) 

処理区域内人口密度 37.0人／ha 
流域下水道等への接

続の有無 
有り 

行政区域内人口 19,242人 処理区域内人口 19,233人 

普及率 99.9％ （処理区域内人口/行政区域内人口×100） 

広域化・共同化・最適

化実施状況*1 

諏訪湖の水質保全のため、諏訪湖流域下水道へ昭和 54 年に接続して

います。 

 *1 ｢広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。 

    ｢共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくもの  

を含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共

同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 

    ｢最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会    

的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わな

い。）を指す。 

②施設 

処理区数 
流域関連公共下水道：6処理分区 

（下諏訪第 1処理分区～下諏訪第 6 処理分区） 

施設数 

処理場：0箇所（諏訪湖流域下水道へ接続し、豊田終末処理場にて処

理を行っているため） 

中継マンホールポンプ場：12 箇所 

管渠延長 123㎞ 

排除方式 分流式*2 

*2「分流式」とは、汚水と雨水を別々の管にて処理する方式を指す。 (令和 3 年度末現在) 
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*3「汚水幹線」とは、一般家庭などから汚水を流域下水道湖周幹線に流すための主な管渠を指す。 

*3 

P

下諏訪

第六処理

分区

下諏訪第五

処理分区

下諏訪第四

処理分区

下諏訪第三処理分区

下諏訪第二処理分区

下諏訪第一

処理分区

高木幹線

流域下水道下諏訪ポンプ場

湖浜第二幹線

湖浜第三幹線

湖
浜
第
一
幹
線

中央第二幹線

中央第三幹線

中
央
第
一
幹
線

砥
川
西
第
一
幹
線

砥
川
西
第
二
幹
線

流域下水道湖周幹線

岡谷より流入

終末処理場へ

下諏訪町都市計画下水道（現況）

下諏訪町公共下水道一般図（汚水）

名称 記号

処理分区界

汚水幹線

流域下水道幹線

ポンプ場

接続点

凡例

P
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 *4「雨水幹線」とは、中心市街地の雨水を諏訪湖に放流するための主だった雨水渠*5を指す。 

 *5「雨水渠」とは、雨水のみを通す排水管で、側溝などから雨水を集めて河川に放流するための管渠を指す。 

下諏訪町都市計画下水道（現況）

下諏訪町公共下水道一般図（雨水）

砥川左岸第一排水区

砥川左岸第二排水区

砥川左岸第三排水区

砥川第一

排水区
砥川第二排水区

砥川第六排水区

東俣川第二

排水区

東俣川第一排水区

砥川第三排水区

砥川第六排水区

砥川

第七

排水区

砥川第四排水区

砥川第五排水区

砥川

第八

排水区

砥川

第九

排水区

砥川第十排水区

十四瀬川

第一

排水区

十四瀬川

第二

排水区

諏訪湖

第一

排水区

諏訪湖第五-一排水区

諏訪湖

第四

排水区

新
川
雨
水
幹
線

古
川
雨
水
幹
線

渋
田
雨
水
幹
線

うなぎ沢雨水幹線

諏訪湖第七

排水区

諏訪湖第十

排水区

諏訪湖第十二

排水区

諏訪湖第九排水区

諏訪湖第八排水区

諏訪湖第十一排水区

諏訪湖

第六-二

排水区

諏訪湖第六-一

排水区

諏訪湖

第二

排水区

諏訪湖第三-二排水区

諏訪湖第三-一排水区

諏訪湖第五-二排水区

諏訪湖へ放流

名称 記号

排水区界

雨水幹線

凡例

*4 
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２ 下水道整備状況 

  

（１）下水道の普及と水洗化状況 

 下水道事業は昭和 54 年の供用開始から 48 年が経過し、現在ではほぼ全町に下水道が整

備されています。普及率は 99.9％、水洗化率は 98.2％で、類似団体と比較して上回ってお

り、行政区域内人口に対して、処理区域内人口、水洗化人口の割合が高いことから、下水道

施設を整備する段階から維持管理や改築更新の時代へと移行しています。 

 また、下水道がほぼ全町で整備されている一方、処理区域内人口は減少していることから、

処理区域内の人口密度は年々減少しており、より少人数で下水道を支えていかなければい

けない状況となっています。 

 

■行政区域内人口、処理区域内人口、普及率及び水洗化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位 
S54年度 

（1979） 

H1年度 

（1989） 

H11年度 

（1999） 

H21年度 

（2009） 

R1年度 

（2019） 

R2年度 

（2020） 

R3年度 

（2021） 

R2年度 

類似団体

（注） 

行政区域内人口 （人） 26,887  25,580  23,965  21,865  19,762  19,477  19,242  ― 

現在処理区域内人口 （人） 1,850  21,110  23,918  21,885  19,752  19,467  19,233  ― 

普及率 （％） 6.9  82.5  99.8  99.9  99.9  99.9  99.9  83.6  

水洗化率 （％） 13.0  77.8  99.8  96.9  98.2  98.2  98.2  93.4  

処理区域内面積 （ha） 31.8 370 510.8 514.6 519.3  519.3  519.3  ― 

処理区域内人口密度 （人/ha） 58.2  57.1  46.8  42.5  38.0  37.5  37.0  57.0  

（注）処理区域内人口、密度、供用開始後年数が類似の団体 

（出典）経営比較分析表、地方公営企業決算状況調査票 
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建設水道課

下水道・温泉維持管理

水道施設(浄水場・配水池・配水施設)管理

上水道・下水道・温泉経理事務、収納・徴収業務

建 設 管 理 係

都 市 整 備 係

関 連 調 整 係

水 道 温 泉 経 理 係

下水道温泉管 理係

上 水 道 管 理 係

（２）下水道の老朽化・災害対策の状況 

 町内の下水道整備はほぼ完了しており、現在は下記の事業により既存施設の老朽化・災

害対策を進めています。 

 

■ストックマネジメント事業*6 

 管渠の老朽化による施設機能の停止や事故等を未然に防ぐため、平成 26年度から国の「下

水道長寿命化支援制度」を活用し、改修が必要な管渠とマンホール防護蓋を整備しました。

また、令和 2 年度からは「下水道ストックマネジメント支援制度」を活用し、計画的な調

査・改築・更新を実施しています。 

*6管渠やマンホールポンプ場など全ての下水道施設を一体的に捉えて、老朽化対策を実施する事業。 

 

■総合地震対策事業 

 下水道施設に甚大な被害を与える大規模地震に備えるため、国の制度を活用し、第 1期計

画として平成 25年度から令和元年度までに災害対策上の緊急度の高い管渠とマンホールの

耐震化が完了しました。令和 3年度からは、2次的緊急路線の耐震化を進めています。 

 

■雨水排水対策事業 

 平成 18年度に発生した豪雨災害に対する雨水排水対策として、平成 23年度に「下諏訪

町公共下水道 全体計画」及び「諏訪湖流域関連下諏訪町公共下水道 事業計画」により

事業化し、平成 25年度からは国の「社会資本総合整備計画」により雨水渠の整備に着手

しました。雨水渠の布設は令和 2年度に完了し、5年確率降雨の 37.8㎜／hに耐えられる

構造となりました。 

 

 

３ 組織の状況 
  

 本町の下水道事業の組織体制は次のとおりです。 

下水道事業の予算・決算や財政計画等を担当する経理担当の職員 2名と、施設の維持管理

や普及促進、水質規制等を担当する維持管理担当の職員 2 名の計 4 名で業務にあたってい

ます。 

水道・下水道・温泉事業関連については、2係に業務を集約することでワンストップ窓口

で対応するとともに、職員間で情報を共有することで事務の効率化を図っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

●下水道事業職員数 

経理担当   2人（うち 1人兼務） 

維持管理担当 2人（うち 1人兼務） 

合    計 4人（うち 2人兼務） 
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４ 下水道使用料の概要・考え方 

 使用料体系は、一般用と公衆浴場用の 2種類に分かれ、「基本料金」と「従量料金」で構

成されています。 

 基本料金とは、下水道の使用にあたり一律に賦課するもので、一定割合の収入を確保する

ことにより経営の安定化を図るために設定しています。従量料金とは、基本料金の区分を超

える水量について、1㎥あたりの使用料単価を定めるものであり、排出される水量に応じて

徴収する形をとっています。 

また、基本水量を超える水量については、排水量が多いほど処理施設への負荷が大きくな

ることから、段階的に単価が高くなる累進制を採用しています。 

 

                      1ヶ月計算（税抜 単位：円） 

  
基本料金 超過使用料（1㎥につき） 

水量区分 使用料 水量区分 使用料 

一般汚水 

温泉汚水 
10㎥まで 1,250 

 11～ 30 147 

 31～ 50 165 

 51～100 181 

101～300 197 

301～500 214 

501～ 231 

公衆浴場 

汚水 
1㎥につき 53 

※実際の請求は 2ヶ月計算 

■使用料の算出例 

 2ヶ月（1期分）に 30㎥使用した場合（税抜） 

（基本料金）2,500円 ＋（従量料金）10㎥×147円 ＝ 3,970円 

             ↳（超過水量）10㎥ ＝ 30㎥ －（基本水量）10㎥×2ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道使用料については、人口の減少に伴う一般家庭用収入の減少、景気低迷による事業

用収入の減少といった要因により施設の維持管理費が不足したことから、経費節減に努め

たうえでなお不足する分について収入の増加を図るため、直近では平成 23年 4月 1日に平

均 5.23％アップの改定を行いました。

基本水量 

20㎥ 

（10 ㎥×2 ヶ月） 

基本水量 

20㎥ 

超過水量 

10㎥ 

基本料金 従量料金 

30 ㎥ 

・・・単価 147円 
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５ 経営分析 

  

経営状況把握のため、地方公営企業決算状況調査に基づき総務省が公表している全国平

均値及び類似団体平均値と当町の状況を比較しました。 

 

 処理区域内人口区分 処理区域内人口密度区分 供用開始後年数 

類似団体（131団体） 3万人未満 25人／ha以上 30年以上 

下諏訪町 1万 9,467人 37.5人／ha 42年 

令和 2年度末時点 

 

①経常収支比率（経常損益） 

指標の

意味 

当該年度において、使用料収入や一

般会計からの繰入金等の収益で、維

持管理費や支払利息等の費用をど

の程度賄えているかを表す。 

 

 

 

算出式 経常収益／経常費用×100 

 

考え方 単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必要です。 

分析 類似団体平均値と比べると低いですが、黒字経営を維持しています。 

  

②累積欠損金比率（累積欠損） 

指標の

意味 

営業収益に対する累積欠損金（営業

活動により生じた損失で、前年度か

らの繰越利益剰余金等でも補塡す

ることができず、複数年度にわたっ

て累積した欠損金のこと）の状況を

表す。 

 

算出式 当年度未処理欠損金／（営業収益 

－受託工事収益）×100 

考え方 累積欠損金が発生していないことを示す 0％であることが求められます。 

分析 累積欠損金は発生しておらず、健全な経営を維持しています。 

 

H28 H29 H30 R1 R2

下諏訪町 101.9 100.6 98.8 100.0 102.9

類団平均 106.0 105.5 105.1 106.8 106.5

全国平均 108.6 108.8 108.7 108.1 106.7

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

H28 H29 H30 R1 R2

下諏訪町 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

類団平均 41.2 39.1 41.6 34.4 18.4

全国平均 4.4 4.3 3.3 3.1 3.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
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③流動比率（支払能力） 

指標の

意味 

短期的な債務に対する支払能力を

表す。 

 

 

 

 

算出式 流動資産／流動負債×100 

考え方 1 年以内に支払うべき債務に対して、支払うことができる現金等がある状況を示す

100％以上であることが必要です。 

分析 100％以上であるため、債務に対する支払い能力を十分に確保しています。 

 

④企業債残高対事業規模比率（債務残高） 

指標の

意味 

使用料収入に対する企業債残高の

割合であり、企業債残高の規模を表

す。 

 

 

算出式 （企業債現在高合計－一般会計負 

担額）／（営業収益－受託工事収 

益－雨水処理負担金）×100 

分析 早期に下水道の整備を終えているため、企業債残高は H17 年以降減少傾向です。よ

って、類似団体と比較して低い比率になっていると考えられます。今後、老朽化す

る施設の更新のための投資が進むと、比率は高まってくる見込みです。 

 

⑤経費回収率（料金水準の適切性） 

指標の

意味 

使用料で回収すべき経費を、どの程

度使用料で賄えているかを表した指

標であり、使用料水準等を評価する

ことが可能。 

 

 

算出式 下水道使用料／汚水処理費（公費 

負担分を除く）×100 

 使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100％以上であるこ

とが必要です。 

分析 100％以上であり、使用料で回収すべき経費を使用料収入で賄えています。よって現

状は使用料水準が適正であると考えられます。 

 

  

H28 H29 H30 R1 R2

下諏訪町 51.7 73.4 133.4 215.3 285.3

類団平均 88.1 81.3 80.8 68.2 55.6

全国平均 60.0 66.4 69.5 69.5 67.5

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

H28 H29 H30 R1 R2

下諏訪町 276.6 285.1 295.6 293.1 301.2

類団平均 717.0 799.1 768.6 789.4 789.1

全国平均 728.3 707.3 682.8 682.5 705.2

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

H28 H29 H30 R1 R2

下諏訪町 110.6 110.2 107.4 106.9 103.7

類団平均 88.1 87.7 88.1 87.3 88.3

全国平均 100.0 101.3 100.9 100.3 99.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0
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⑥汚水処理原価（費用の効率性） 

指標の

意味 

有収水量１㎥当たりの汚水処理に

要した費用のこと。汚水資本費・

汚水維持管理費の両方を含めた汚

水処理に係るコストを表す。 

 

 

算出式 汚水処理費（公費負担分を除く） 

／年間有収水量×100 

分析 令和 2年度の下諏訪町の 1㎥あたりの汚水処理原価は 146.40円となっており、類似

規模団体の平均より低い水準となっています。これは、流域下水道に接続し、独自

の処理施設を持たないため、維持管理費の支出が抑えられているためです。 

 

⑥-2汚水処理にかかるコストの内訳（資本費と維持管理費） 

指標の

意味 

資本費：下水道施設の整備に係る

費用（イニシャルコスト） 

維持管理費：下水処理に係る費用

（ランニングコスト） 

 

算出式 資本費：汚水処理費(維持管理費)／

年間有収水量 

維持管理費：汚水処理費(資本費)／

年間有収水量 

分析 令和 2 年度における類似団体の平均は、汚水 1 ㎥あたりの維持管理費 81.33 円、資

本費 61.51 円であるところ、下諏訪町では維持管理費 77.19 円、資本費 68.49 円と

なっています。当町の資本費は、雨水渠の整備や老朽化・耐震化対策の実施に伴い

上昇傾向にあります。 

 

⑦施設利用率（施設の効率性） 

指標の

意味 

施設・設備が一日に対応可能な処

理能力に対する、一日平均処理水

量の割合であり、施設の利用状況

や適正規模を判断する指標。 

 

 

算出式 晴天時一日平均処理水量／晴天時 

現在処理能力×100 

分析 下諏訪町は、諏訪湖流域下水道へ接続しており、独自の処理施設を持たないため、

当該指標には該当しません。 

 

 

  

H28 H29 H30 R1 R2

下諏訪町 143.1 140.6 143.4 143.4 146.4

類団平均 181.8 180.1 179.3 176.7 176.4

全国平均 137.8 136.4 136.9 136.2 134.5

0.0
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下諏訪町 ― ― ― ― ―

類団平均 59.4 58.4 58.0 57.4 56.7

全国平均 60.1 60.1 59.0 59.6 59.6
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80.00

H28 H29 H30 R1 R2

維持管理費 79.5 76.5 78.0 75.5 77.2

資本費 63.5 64.1 64.0 67.7 68.5

維持管理費

（類団平均） 82.8 81.9 82.0 83.0 81.3

資本費

（類団平均） 65.2 68.0 68.7 67.6 61.5

0.0
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100.0 維持管理費 資本費 維持管理費

（類団平均）

資本費

（類団平均）
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⑧水洗化率（使用料対象の捕捉） 

指標の

意味 

現在処理区域内人口のうち、実際

に水洗便所を設置して汚水処理し

ている人口の割合を表す。 

 

 

 

算出式 現在水洗便所設置済人口／現在処 

理区域内人口×100 

考え方 公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から 100％となっていること

が望ましい指標です。 

分析 下諏訪町の水洗化率は 98％を超え、類似団体の平均より高い水準ですが、引き続き

下水道への接続促進を図る必要があります。 

 

 

■経営分析のまとめ 

 経常収支比率については類似団体平均を下回るものの、黒字を維持しており、累積欠損金

もありません。早期に下水道の整備を行ったため、企業債の残高は平成 17年をピークに減

少しています。短期的な支払い能力を示す流動比率も上昇傾向にあり、債務償還に対する支

払い能力も確保できているため、現在は健全な経営を行うことができています。 

汚水処理については諏訪湖流域下水道に接続して行い、町独自の施設を持たないため、類

似団体と比較して汚水処理原価を低く抑えられています。また、水洗化率が高いという要因

もあり、経費回収率は 100％を超え、使用料で回収すべき経費を賄えています。ただし、昨

今の国際情勢・社会情勢の変化を受けた電気料金等の高騰により、維持管理費は上昇傾向に

あります。安定した経営を維持するためにも、状況を注視しながら、料金について定期的に

確認・検討する必要があります。 

 

  

H28 H29 H30 R1 R2

下諏訪町 98.0 98.2 98.2 98.2 98.2

類団平均 89.9 89.7 89.8 90.4 90.7

全国平均 94.9 95.1 95.2 95.4 95.6

85.0

90.0

95.0

100.0
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６ 今後の事業環境の見通しと課題 

  

（１）下諏訪町の人口と処理区域内人口、水洗化人口の予測 

 下諏訪町の人口は、昭和 48年を境に減少傾向にあります。 

 今後の人口についても減少を続ける見込みであり、国立社会保障・人口問題研究所（以下

「社人研」）の推計では、令和 39年までに 9,005人まで減少する見込みです。また、人口対

策や移住・定住促進施策の実施効果を加味した下諏訪町人口ビジョンでも、令和 39年まで

に 13,921人まで減少する見込みです。 

 

■人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  処理区域内人口については、昭和 54 年の供用開始から下水道の普及率が 99％を超えた

平成 6年まで増加を続けましたが、以降は人口に伴い減少傾向にあります。 

また、下水道への接続世帯は年々少しずつ増えているものの、減少する人口の方が多いため、

水洗化人口についても減少を続けています。下水道がほぼ全町に普及しており、接続率も

98％を超えているため、今後水洗化人口が増加する見込みはなく、人口に伴い減少していく

見込みです。 

 

■処理区域内人口と水洗化人口の推計 
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（２）有収水量の予測 

 有収水量とは、処理した汚水量のうち、使用料収入の対象となる水量のことです。 

当町の有収水量については、水道使用量に基づいた通常の汚水排出量と、温泉の給湯契約

口数等に応じて加算される温泉汚水分の排出量に大別されます。 

 近年の実績に基づき用途別に傾向を把握し、推計の方向性をまとめました。 

 

 

■用途別 有収水量推移（実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  H13 

（2001） 

H18 

（2006） 

H23 

（2011） 

H28 

（2016） 

R3 

（2017） 

■一般家庭 1,896,189 1,786,523 1,706,737 1,594,064 1,543,443 

◆一般温泉 739,518 677,088 638,390 587,851 516,162 

▲工場 188,934 156,771 69,039 83,579 74,172 

●営業 507,789 449,122 399,754 355,562 268,257 

■官公庁 166,044 129,154 108,056 90,856 79,078 

◆公衆浴場上水 23,515 24,747 13,091 14,243 9,522 

▲公衆浴場温泉 245,404 167,190 81,638 91,130 141,398 

合計 3,767,393  3,390,595  3,016,705  2,817,285  2,632,032  

単位：㎥ 
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■有収水量の傾向と見込み 

  傾向（実績） 見込み 

汚
水 

一般家庭 

一般家庭における生活汚水であるた

め、人口に伴い減少傾向 

1 件当たりの使用量には大きな変動が

みられないため、今後も人口に伴い減

少する見込み 

公衆浴場 

上水 

公衆浴場の閉鎖に伴い減少している

年があるほか、緩やかに減少している 

今後も微減していく見込み 

工場 
R3までの 20年間で 60％減少し 

直近 10年間は平均して 1％ずつ減少 

今後も同程度減少していく見込み 

営業 
R3までの 20年間で 47％減少し、 

直近 10年間は平均して 3.9％ずつ減少 

今後も同程度減少していく見込み 

官公庁 

施設数の減少に伴い減少傾向 

新規設置に伴い増加している年もあ

るが、基本的には横ばいの傾向 

今後も施設数に応じて増減すると想

定され、現在の施設数のままであれば

横ばいで推移する見込み 

温
泉
汚
水 

一般温泉 
R3 までの 20 年間で給湯契約数の減少

に伴い 30％減 

温泉事業経営戦略に基づき、年間 15口

減少していく見込み 

公衆浴場 

温泉 

公衆浴場の閉鎖や、供給湯量の減少に

より減少傾向にあったが、新たな公衆

浴場の設置により H29～増加傾向 

温泉事業経営戦略に基づき、閉鎖・新

設等の要因がなければ、変動なく推移

する見込み 

 

■有収水量の推計 

 上記の傾向と水洗化人口の推計に基づき、今後の有収水量を推計しました。 

当町の有収水量の内訳をみると、一般家庭の汚水と一般の温泉汚水が全体の約 8 割を占め

ており、人口の減少が有収水量に顕著に反映されると考えられます。 

 令和 3 年度実績では 2,632,000 ㎥の有収水量がありましたが、町人口ビジョンに基づき

推計すると、令和 39年には 1,918,000㎥まで、社人研推計に基づき推計すると、1,389,000

㎥まで減少する見込みです。 
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（３）使用料収入の見通し 

 前項の有収水量の推計を基に、現在の料金体系を継続した場合、今後の使用料収入がどう

なるか推計しました。有収水量のうち、8 割を一般家庭の使用量が占めている構成のため、

水洗化人口に伴い、使用料収入も減少する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）有収率と不明水について 

 処理した汚水量のうち有収水量以外は、使用料収入の対象とならない不明水として扱わ

れます。不明水とは、汚水管に侵入した雨水や地下水等のことで、要因としては下水道管や

マンホールの接続不良による雨水の流入等が考えられます。 

 汚水量のうち有収水量の割合を示す有収率を見ると、当町の値は低下傾向にあり、類似団

体と比較しても低くなっています。年間有収水量は人口の減少に伴い減少しているものの、

汚水処理量は降雨の状況によって増加する年もあり、汚水管の老朽化等による不明水の増

加が懸念されます。 

なお、有収率の分母となる年間汚水処理水量については、諏訪湖流域下水道により諏訪市、

岡谷市、下諏訪町の 3団体の総汚水処理水量を人口割等により按分しているため、一概に下

諏訪町だけの不明水ということにはなりませんが、対策として管渠やマンホールの改修を

計画的に進めています。 
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（５）施設の老朽化 

 本町下水道事業の主要施設である管路について、年度別の整備状況は下記グラフのとお

りとなっており、昭和 49 年から平成 6 年までの約 20 年間で全体の約 93%を整備していま

す。 

現在は、法定耐用年数 50年を超えている管路はないものの、2年後から 50年超過管が発

生します。（122,880ｍのうち 0.1％）また、短期間で大部分の整備を行ったことにより、15

年後（令和 19年）には 50％以上が法定耐用年数を超えてしまうため、老朽化対策が喫緊の

課題となっています。 

 このような状況の対策として、平成25年度に長寿命化対策の事業計画を策定し、30年が経

過した幹線管渠、緊急輸送路を優先的に、平成26年度から令和元年度(2018年度)にかけて

1.1㎞の改築が完了しました。令和3年度(2020年度)以降はストックマネジメント計画を基

に管渠全体の調査により修繕が必要な管渠の選定を行い、計画的な更新を行っていく予定

としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

44.6％ 

51.3％ 

100.0％ 99.3％ 98.0％ 

0.1％ 
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（６）組織 

 当町の下水道事業に関わる職員は経理部門と維持管理部門の 4 人です。諏訪湖流域下水

道に接続しており独自の処理場を持たないため、少ない職員数でも効率的な経営を行うこ

とが可能となっています。維持管理業務の一部民間委託等を進め、現在は最低限の職員数で

業務を行っています。下水道事業に係る職員一人あたりの下水道処理区域内人口は、令和 2

年度で 4,867 人であり、全国平均（3,946 人/人）と比べて 1.2 倍程度多いことから、当町

は他団体よりも少ない職員数で事業運営をしていることになります。 

下水道は生活や水質保全のために欠かせない施設であり、事業運営には継続性が求めら

れ、維持管理には専門的な技能が必要とされています。しかし、近年は技術系職員が不足

しており、知識・技術をどう継承していくかが課題となっています。 

 

（７）課題の整理 

①施設の機能維持と老朽化について 

 当町は、早くから下水道整備に取り組み、極力地域差をなくすよう短期間で整備を進めて

きた結果、下水道の普及率は令和 3 年度末で 99.9％と全国でも高い水準となっています。

しかし、整備開始から 40 年以上が経過する中、今後 10～20 年のうちに耐用年数を超える

管渠が一気に増える見込みです。 

 

②災害対策 

近年各地で発生しているような大規模な地震は、下水道施設の機能停止や道路陥没等を

発生させるため、公衆衛生の悪化等の重大な影響を住民生活に及ぼす恐れがあり、施設の耐

震化を進める必要があります。 

 

③投資費用の増加 

上記のとおり、老朽化対策や災害対策としての施設の計画的な改築・更新に多額の投資が

必要となります。また、長野県や近隣市町村と共同で運営している諏訪湖流域下水道につい

ても、終末処理場や管渠の老朽化に伴う施設の更新や、長寿命化に要する費用負担の増加が

予想されるため、財源確保に努める必要があります。 

 

④収入の減少 

現在は高い水洗化率が使用料収入に繋がっていますが、使用料の対象となる有収水量は

今後減少が続く見込みです。人口の減少に伴い使用料収入の減少が見込まれるため、現状の

料金では下水道事業の経営状況が悪化していくことが懸念されます。 
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第２章 基本方針 

１ 経営の基本方針 

 

 下水道事業の現状と取り組むべき課題を踏まえ、快適な生活を支えていく基盤として欠

かせない下水道事業を継続していくため、第 7次下諏訪町総合計画の基本理念「安心安全で

暮らしやすいまちづくり」に基づき、「基本方針」とそれを実現するための具体的施策を次

のとおり定めます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題１ 

老朽化対策と 

施設の機能維持 

基本方針１ 

快適な暮らしの

持続と適切な維

持管理 

水環境の保全 

計画的な施設の更新 

効率的な 
施設の維持管理 

課題２ 

災害対策 

基本方針２ 

安全で災害に 

強い下水道施設

の構築 

雨水排水対策 

危機管理体制の強化 

課題３ 

投資費用の増加 
基本方針３ 

経営の安定化と

健全化 
課題４ 

収入の減少 

地震対策 

適正な使用料の検討 

有収率の向上 

課題 基本方針 具体的施策 投資・財政計画 

投
資
計
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財
政
計
画 

均
衡 

施策１ 

施策２ 

基本方針２ 

基本方針１ 

基本方針３ 

課題１ 

課題２ 

課題３ 

課題４ 

施策３ 

施策４ 

施策５ 

施策６ 

施策８ 

施策９ 

財源の確保 施策７ 
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２ 具体的な施策 

 

《施策１》 水環境の保全 

・汚水排除基準に適合しない汚水が排出されることを防止するため、特定事業所及び除外施

設設置業者への立入検査・指導を実施します。 

・公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加のため、下水道への未接続世帯に対し、接続

を促進していく必要があります。公共下水道へ接続する際の補助制度の案内等を通して、

汲取りや浄化槽を使用している世帯に対する普及促進を進めます。 

 

《施策２》 計画的な施設の更新 

・老朽化による施設機能の停止や道路陥没事故等を未然に防ぐため、ストックマネジメント

計画に基づき改築更新を進めます。定期的な点検・調査に基づいてリスク評価を行い、優

先順位をつけて更新時期を設定することで、更新費用の平準化を図ります。  

 

《施策３》 効率的な施設の維持管理 

・管渠・マンホール・公共ますなど下水道に関連する各施設の情報と施設の維持管理情報を、

同一システム上にて一元管理します。住宅や道路等の地理情報と連携することで、災害時

の対応の迅速化や業務の効率化・デジタル化を図っていきます。 

 

《施策４》 地震対策 

・下水道施設に甚大な被害を与える大規模地震に備えるため、下水道総合地震対策計画に基

づき、幹線管渠・緊急輸送路、避難路等に埋設されている重要度の高い下水道施設を中心

に、管渠の耐震化を進めます。 

 

《施策５》 雨水排水対策 

・雨水排水対策については、計画に定めていた工事は完了し、5 年確率 37.8mm/h の雨に耐

えうる構造として機能しています。今後さらなる対策のため、既整備管渠の延伸と枝管へ

の接続率等を進めます。 

 

《施策６》 危機管理体制の強化 

・被災時に下水道が果たすべき役割を確保するための「BCP 計画（業務継続計画）」に基づ

き、有事の際は速やかに被災調査や応急復旧を進めることができるよう、日頃より危機管

理体制の確認・強化に努めます。 
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《施策７》 財源の確保 

・経営基盤の強化を図るため、安定的な財源の確保に取り組みます。使用料収入を確保する

ため、接続率向上や未収金の削減に努めます。また、投資を進めていく上では、補助金を

有効に活用し、将来負担を考慮した上での企業債の活用等、適正な財源の確保に努めます。 

 

《施策８》 財務状況の検証と適正な使用料の検討 

・人口減少に伴い使用料収入が減少する一方で、燃料費の高騰に伴う維持管理費用の増加や

施設の老朽化に伴う更新費用の増加が見込まれます。生活基盤である下水道事業を健全

に運営していくために、定期的に財務状況の検証を行い、適正な使用料について検討して

いきます。  

   

《施策９》 有収率の向上 

・処理した汚水量に対する有収水量の比率は、令和 3年度末現在で 68％と低下傾向にあり、

類似団体の平均と比較しても低くなっています。有収率低下の原因としては、下水道管

やマンホールの接続不良等による雨水・地下水の流入等による不明水の増加が考えられ

ます。諏訪湖流域下水道及び関連市町村と連携し、不明水に対する絞り込み調査及び老

朽化対策による管渠の更新を進めることで有収率の向上を図ります。 

 

  

雨水渠布設工事 

（大社通り四つ角付近） 

雨水渠の内部 

- 56 -



  

 

第３章 投資・財政計画 

１ 投資計画 

 

（１）投資についての取組 

    ① 雨水排水対策事業 

      雨水排水対策として、平成 25年度より下諏訪駅前から町道御田町線までの雨水渠整備に着手し、

令和 2 年度に完了しました。今後は、大久保沢と小久保沢の雨水排水対策として、雨水渠総延長約

220ｍの整備に令和 4年度から再着手し、令和 6年度までの完成を目指します。 

    ② 老朽化対策事業及び地震対策事業 

      老朽化対策として、施設機能の停止や道路陥没事故等を未然に防ぐため、ストックマネジメント

計画に基づき下水道管渠の調査及び健全度の低下が予想される中継マンホールポンプ場に設置され

ている設備の更新を行います。また、令和 9 年度には、ストックマネジメント計画の改定を予定し

ています。現在の計画期間中に蓄積した点検調査結果を活用し、中長期的な改築需要予測の精度を

向上させることで、最適な点検調査計画を策定していきます。 

地震対策としては、下水道施設に甚大な被害を与える大規模地震に備え、重要な下水道幹線の流

下機能及び緊急輸送路・緊急避難路の交通機能を確保するため、第 2期総合地震対策計画に基づき、

整備を行います。また、令和 8 年度には第 3 期計画の策定を予定しており、医療機関や避難所等、

重要度の高い拠点から繋がる汚水管について、順次整備を進めていきます。 

    ③ 流域下水道事業 

      諏訪湖流域下水道は、昭和 54 年の供用開始以来 43 年が経過し、処理施設及び管路の劣化が進ん

でいます。今後も施設を安全に運営していくために、改築・更新などの長寿命化計画が進められて

おり、建設費負担金と施設の維持管理負担金を、県と関係市町村で負担していきます。 

 

（２）投資以外の経費についての取組 

    ① 下水道施設管理システム更新及び保守管理業務 

      管路・マンホール・公共ますなど下水道に関連する各施設の情報をシステムに反映し、一元管理

することで、災害時の対応や業務の効率化・高度化を図ります。 

    ② 下水道維持管理事業 

      限られた財源の中で、年次計画により下水道施設の清掃、点検、補修等を実施しています。今後

も、コストの最小化を考慮し、効率よく既存施設の延命処置など適正な維持管理に努めます。 

     

 

 

 

下水道長寿命化対策に伴う

マンホール蓋取替工事 

- 57 -



  

 

（３）達成目標 

指標 実績（Ｒ３） 目標（Ｒ９） 算出方法 

水洗化率 

９８．２％ ９８．６％ 水洗化人口／処理区域内人口×１００ 

処理区域内の人口に対して、排水設備の工事を行い実際に下水道を利用している人口の

比率。 

管渠調査率 

３９．８％ １００．０％ 
カメラ調査実施延長／下水道管渠総延長×１００ 

          (１２２，８８０ｍ) 

ストックマネジメント計画に基づく下水道管渠のカメラ調査の実施率。 

設備更新率 

１８．２％ １００．０％ 
更新実施箇所数／設備更新計画箇所数×１００ 

(１１箇所) 

ストックマネジメント計画に基づく中継マンホールポンプ場の設備更新工事の実施率。 

耐震化率 

１３．８％ ２３．４％ 
耐震化済み延長／重要度の高い下水道管渠延長 

          (４２，１４１ｍ) 

総合地震対策計画に基づく重要度の高い下水道管渠に対する耐震化工事の実施率。 

不明水調査率 

０．０％ １００．０％ 
不明水調査面積／下水道排水面積×１００ 

         (５６３ha) 

下水道排水面積に対する不明水調査の実施率。 

 
 

下水道管渠内カメラ調査による

不明水の状況 

中継マンホールポンプ場の

設備更新工事 
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【投資計画 前期（実績）】 単位：千円（税込）

国庫支出金 地方債 補償金 一般財源 合計

雨水対策事業 268,130 133,960 134,100 0 70 268,130

老朽化対策及び地震対策 133,694 66,100 67,500 0 94 133,694

町費単独事業費 30,893 0 23,900 0 6,993 30,893

流域下水道(建設負担金) 16,508 0 14,900 0 1,608 16,508

(小計) 449,225 200,060 240,400 0 8,765 449,225

維持管理システム 2,052 0 0 0 2,052 2,052

下水道維持管理委託料 14,527 0 0 0 14,527 14,527

下水道維持管理工事費 4,318 0 0 0 4,318 4,318

下水道維持管理修繕費 0 0 0 0 0 0

下水道台帳管理システム整備 12,528 0 0 0 12,528 12,528

流域下水道(維持管理負担金) 173,011 0 0 0 173,011 173,011

(小計) 206,436 0 0 0 206,436 206,436

655,661 200,060 240,400 0 215,201 655,661

国庫支出金 地方債 補償金 一般財源 合計

雨水対策事業 213,706 106,640 106,800 0 266 213,706

老朽化対策及び地震対策 31,682 15,640 15,800 0 242 31,682

町費単独事業費 37,218 10,400 0 26,818 37,218

流域下水道(建設負担金) 21,473 0 19,300 0 2,173 21,473

(小計) 304,079 122,280 152,300 0 29,499 304,079

維持管理システム 2,750 0 0 0 2,750 2,750

下水道維持管理委託料 19,422 0 0 0 19,422 19,422

下水道維持管理工事費 4,033 0 0 0 4,033 4,033

下水道維持管理修繕費 572 0 0 0 572 572

流域下水道(維持管理負担金) 176,549 0 0 0 176,549 176,549

(小計) 203,326 0 0 0 203,326 203,326

507,405 122,280 152,300 0 232,825 507,405

国庫支出金 地方債 補償金 一般財源 合計

雨水対策事業 58,223 29,100 29,100 0 23 58,223

老朽化対策及び地震対策 37,576 18,400 0 0 19,176 37,576

町費単独事業費 154,909 0 135,800 0 19,109 154,909

流域下水道(建設負担金) 38,587 0 36,200 0 2,387 38,587

(小計) 289,295 47,500 201,100 0 40,695 289,295

維持管理システム 1,540 0 0 0 1,540 1,540

下水道維持管理委託料 20,558 0 0 0 20,558 20,558

下水道維持管理工事費 4,330 0 0 0 4,330 4,330

下水道維持管理修繕費 198 0 0 0 198 198

流域下水道(維持管理負担金) 178,997 0 0 0 178,997 178,997

(小計) 205,623 0 0 0 205,623 205,623

事　業　費　計 494,918 47,500 201,100 0 246,318 494,918

国庫支出金 地方債 補償金 一般財源 合計

雨水対策事業 20,913 10,400 10,500 0 13 20,913

老朽化対策及び地震対策 110,682 54,300 30,200 0 26,182 110,682

町費単独事業費 8,302 0 0 1,298 7,004 8,302

流域下水道(建設負担金) 38,100 0 36,800 0 1,300 38,100

(小計) 177,997 64,700 77,500 1,298 34,499 177,997

維持管理システム 1,540 0 0 0 1,540 1,540

下水道維持管理委託料 26,578 0 0 0 26,578 26,578

下水道維持管理工事費 5,790 0 0 0 5,790 5,790

下水道維持管理修繕費 1,051 0 0 0 1,051 1,051

公共下水道全体計画見直し 4,070 0 0 0 4,070 4,070

流域下水道(維持管理負担金) 175,300 0 0 0 175,300 175,300

(小計) 214,329 0 0 0 214,329 214,329

事　業　費　計 392,326 64,700 77,500 1,298 248,828 392,326

国庫支出金 地方債 補償金 一般財源 合計

老朽化対策及び地震対策 115,000 55,500 54,000 0 5,500 115,000

町費単独事業費 17,196 0 0 16,480 716 17,196

流域下水道(建設負担金) 34,260 0 30,200 0 4,060 34,260

(小計) 166,456 55,500 84,200 16,480 10,276 166,456

維持管理システム 2,090 0 0 0 2,090 2,090

下水道維持管理委託料 25,011 0 0 0 25,011 25,011

下水道維持管理工事費 2,501 0 0 0 2,501 2,501

下水道維持管理修繕費 1,059 0 0 0 1,059 1,059

流域下水道(維持管理負担金) 184,462 0 0 0 184,462 184,462

(小計) 215,123 0 0 0 215,123 215,123

381,579 55,500 84,200 16,480 225,399 381,579事　業　費　計

資本的

支出

収益的

支出

年度 事　業　の　内　容 工　事　金　額
財　源　内　訳

4

(2022)

見込

3

(2021)

資本的

支出

収益的

支出

年度 事　業　の　内　容 工　事　金　額
財　源　内　訳

2

(2020)

資本的

支出

収益的

支出

事　業　費　計

年度 事　業　の　内　容 工　事　金　額
財　源　内　訳

1

(2019)

資本的

支出

収益的

支出

事　業　費　計

年度 事　業　の　内　容 工　事　金　額
財　源　内　訳

収益的

支出

年度 事　業　の　内　容 工　事　金　額
財　源　内　訳

30

(2018)

資本的

支出
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【投資計画 後期】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千円（税込）

国庫支出金 地方債 補償金 一般財源 合計

雨水対策事業 55,500 26,000 9,000 0 20,500 55,500

老朽化対策及び地震対策 150,200 69,000 52,700 0 28,500 150,200

町費単独事業費 16,200 0 0 11,780 4,420 16,200

流域下水道(建設負担金) 59,196 0 53,000 0 6,196 59,196

(小計) 281,096 95,000 114,700 11,780 59,616 281,096

維持管理システム 2,700 0 0 0 2,700 2,700

下水道維持管理委託料 25,300 0 0 0 25,300 25,300

下水道維持管理工事費 5,400 0 0 0 5,400 5,400

下水道維持管理修繕費 2,000 0 0 0 2,000 2,000

公共下水道事業計画見直し 11,200 0 0 0 11,200 11,200

流域下水道(維持管理負担金) 206,693 0 0 0 206,693 206,693

(小計) 253,293 0 0 0 253,293 253,293

534,389 95,000 114,700 11,780 312,909 534,389

国庫支出金 地方債 補償金 一般財源 合計

雨水対策事業 119,800 59,900 59,900 0 0 119,800

老朽化対策及び地震対策 133,000 66,500 47,000 0 19,500 133,000

町費単独事業費 2,750 0 0 0 2,750 2,750

流域下水道(建設負担金) 59,196 0 53,000 0 6,196 59,196

(小計) 314,746 126,400 159,900 0 28,446 314,746

維持管理システム 2,900 0 0 0 2,900 2,900

下水道維持管理委託料 25,300 0 0 0 25,300 25,300

下水道維持管理工事費 5,400 0 0 0 5,400 5,400

下水道維持管理修繕費 2,000 0 0 0 2,000 2,000

流域下水道(維持管理負担金) 196,304 0 0 0 196,304 196,304

(小計) 231,904 0 0 0 231,904 231,904

546,650 126,400 159,900 0 260,350 546,650

国庫支出金 地方債 補償金 一般財源 合計

老朽化対策及び地震対策 91,000 48,000 37,500 0 5,500 91,000

町費単独事業費 2,750 0 0 0 2,750 2,750

流域下水道(建設負担金) 30,000 0 25,500 0 4,500 30,000

(小計) 123,750 48,000 63,000 0 12,750 123,750

維持管理システム 2,900 0 0 0 2,900 2,900

下水道維持管理委託料 25,300 0 0 0 25,300 25,300

下水道維持管理工事費 5,400 0 0 0 5,400 5,400

下水道維持管理修繕費 2,000 0 0 0 2,000 2,000

流域下水道(維持管理負担金) 192,504 0 0 0 192,504 192,504

(小計) 228,104 0 0 0 228,104 228,104

351,854 48,000 63,000 0 240,854 351,854

国庫支出金 地方債 補償金 一般財源 合計

老朽化対策及び地震対策 62,000 31,000 2,500 0 28,500 62,000

町費単独事業費 2,750 0 0 0 2,750 2,750

流域下水道(建設負担金) 30,000 0 25,500 0 4,500 30,000

(小計) 94,750 31,000 28,000 0 35,750 94,750

維持管理システム 2,900 0 0 0 2,900 2,900

下水道維持管理委託料 25,300 0 0 0 25,300 25,300

下水道維持管理工事費 5,400 0 0 0 5,400 5,400

下水道維持管理修繕費 2,000 0 0 0 2,000 2,000

流域下水道(維持管理負担金) 190,655 0 0 0 190,655 190,655

(小計) 226,255 0 0 0 226,255 226,255

321,005 31,000 28,000 0 262,005 321,005

国庫支出金 地方債 補償金 一般財源 合計

老朽化対策及び地震対策 115,800 57,900 26,900 0 31,000 115,800

町費単独事業費 2,750 0 0 0 2,750 2,750

流域下水道(建設負担金) 30,000 0 25,500 0 4,500 30,000

(小計) 148,550 57,900 52,400 0 38,250 148,550

維持管理システム 2,900 0 0 0 2,900 2,900

下水道維持管理委託料 25,300 0 0 0 25,300 25,300

下水道維持管理工事費 5,400 0 0 0 5,400 5,400

下水道維持管理修繕費 2,000 0 0 0 2,000 2,000

流域下水道(維持管理負担金) 188,841 0 0 0 188,841 188,841

(小計) 224,441 0 0 0 224,441 224,441

372,991 57,900 52,400 0 262,691 372,991

９

(2027)

資本的

支出

収益的

支出

事　業　費　計

年度 事　業　の　内　容 工　事　金　額
財　源　内　訳

８

(2026)

資本的

支出

収益的

支出

事　業　費　計

年度 事　業　の　内　容 工　事　金　額
財　源　内　訳

７

(2025)

資本的

支出

収益的

支出

事　業　費　計

年度 事　業　の　内　容 工　事　金　額
財　源　内　訳

６

(2024)

資本的

支出

収益的

支出

事　業　費　計

年度 事　業　の　内　容 工　事　金　額
財　源　内　訳

５

(2023)

資本的

支出

収益的

支出

事　業　費　計

年度 事　業　の　内　容 工　事　金　額
財　源　内　訳
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２ 財政計画 

 

（１）財政収支の算定条件 

 計画期間後期となる令和 5 年度から令和 9 年度までの収益的収支及び資本的収支は、以下のとおり条

件を設定し、試算しました。 

項目 算定条件 

収
益
的
収
入 

営業収益 

下水道使用料 
下水道使用料による収入 

・有収水量×使用料単価により算出 

・有収水量は、町人口ビジョンに基づく有収水量の推計値を使用 

他会計負担金 一般会計繰入金（雨水事業分） 

・実績と今後の投資を踏まえた将来見込みにより推定 

その他 
各種手数料収入等 

・近年の実績値から推定 

営業外収益 

他会計補助金 一般会計繰入金（高度処理費等） 

・一般会計繰出し基準に基づき算定 

長期前受金戻入 ・固定資産台帳から算出、将来分は別途計算して加算 

その他 土地使用料、指定工事店指定手数料等 

・近年の実績値から推定 

収
益
的
支
出 

営業費用 

職員給与費 ・近年の実績と同程度を計上 

動力費 
マンホールポンプなどの電力使用料 

・今後の燃料費調整額の上昇を加味して算出 

修繕費 
下水道施設の修繕費等 

・近年の実績値から推定 

委託料 
施設や維持管理システムの保守点検業務、緊急対応等 

・近年の実績と同程度を計上 

流域下水道維持

管理費負担金 

流域下水道への汚水排除量に応じた負担金 

・有収水量×使用料単価により算出 

・有収水量は、町人口ビジョンに基づく有収水量の推計値を使用 

・使用料単価は、令和 5～6年度は 79円で協定締結、以降も同額で算定 

その他 
通信運搬費、手数料等 

・近年の実績と同程度を計上 

減価償却費 ・固定資産台帳から算出、将来分は別途計算して加算 

営業外費用 

支払利息 

企業債償還金の利息 

・既借入分+新規分から算出 

・新規分は年利 1.0％、40年償還、据置期間 5年で計算 

その他 
過年度分還付金など 

・近年の実績から推定 

資
本
的
収
入 

企業債 
建設改良費に対する借入額 

・起債充当率を 100％として算定 

他会計補助金 一般会計繰入金（元金償還分） 

・一般会計繰出し基準に基づき算定 

国（県）補助金 特定の事務事業に対して国から交付される補助金 

・現行の補助要件に該当する事業について、将来の投資見込により算定 

工事負担金 
受益者負担金等 

・近年の実績と同程度を計上 

資
本
的
支
出 

建設改良費 
・投資計画の事業費を計上 

・人件費、貯蔵品庫出等は別途加算 

企業債償還金 
企業債償還金の元金 

・支払利息と同様に算出 
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（２）財政収支の見通し 

①収益的収支 

経費回収率が 100％を超えていることもあり、前期期間は黒字経営を維持し、令和 3年度の決算

は約 1,400万円の黒字となりました。 

 

 

支出については、令和 5・6年度について、電気料金高騰に伴う流域下水道維持管理費負担金の増額

改定が予定されており、現行の単価と比較して 3,800万円程度の支出増加が見込まれます。 

流域下水道維持管理費負担金の増額分については、一般会計繰入金にて基準の範囲内で補填する方

向であり、計画期間中は黒字を維持できる見込みです。しかし、使用料収入は有収水量の減少に伴い減

少していく見込みのため、物価やエネルギー関連コストの動向を注視し、使用料改定も視野に入れて収

支計画を検討していく必要があります。 
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  ②資本的収支 

  

  前期期間においては、雨水対策・長寿命化・地震対策事業について、国庫補助を活用し計画的に投資

を行ってきました。後期期間は、引き続き雨水対策・ストックマネジメント・地震対策事業を投資計画

で示したとおり進めていきます。資本的収支については、基本的に収入が支出に不足しますが、不足分

は会計内部に留保した補てん財源で補うこととなります。 

  補てん財源は、現金支出を伴わない減価償却費などの「損益勘定留保資金」と資本的支出のための積

立金（減債積立金と建設改良積立金）をあわせたものです。現在は耐用年数を超える施設が少なく、減

価償却費が増加傾向にあるため、補てん財源残高は、令和 5 年度以降、約 1 億円ずつ増加していく見

込みです。耐用年数を超える管渠が今後 15年で 5割を超えることを念頭に、今後も施設の計画的な改

築更新を進めていく予定であり、補填財源は増加する更新費用に充てるものになります。 

 

  ③財政計画の財源 

  ○現金 

  

  前期期間の現金残高は、収益が黒字だったこと、補助金を活用した投資、減価償却費の増加等の理由

により増加し、令和 4年度末には 1年分の収益に相当する額である 4億円となる見込みです。 

  後期期間についても、黒字を維持できる見込みであり、補助金を活用した財源の確保や計画的な投資

により、現金残高は毎年 1億円程度増加していく見込みです。 
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 ○企業債 

  

  企業債残高については、現役世代と将来世代における世代間負担の公平性を考慮し、国庫補助事業と

補助事業に伴う町単独事業について、補助金充当後の残額を目安に借入を実施しました。残高について

は、計画期間開始当初の約 17 億 8 千万円に対して、令和 4 年度末には約 17 億 2 千万円へ減少しまし

た。 

  後期期間は、引き続き、企業債を財源の一部として国庫補助事業を実施する予定です。従って、企業

債残高は緩やかに減少傾向であるものの、17 億円前後で推移する見込みです。一方で、利率が高い時

代の企業債の償還が済んでいくため、償還額については引き続き減少していく見込みです。 

 

○繰入金 

 

  総務省から通知される「地方公営企業繰出し金基準」に基づき、一般会計で負担する部分について繰

入を行っています。 

令和 5 年度以降については、維持管理費の増額分を補てんするために繰入基準内で一般会計からの

繰入を見込んでいますが、一般会計の財政も厳しさを増す中、公営企業の独立採算制の基本原則に立脚

した経営を行うため、基準外繰入については行わない方針としました。 
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④投資以外の経費について 

営業費用等（減価償却費を除く）の内訳です。物価の上昇といった要因により全体的に微増するほか、

経費の 7 割を占める流域下水道維持管理費負担金の増額により、平均して令和 4 年度比で 1 割ほど増

加する見込みです。 

 

 ⑤経費回収率について 

下諏訪町では、令和 3年度末時点で経費回収率が 100％を超えているため、使用料収入で適切に汚水

処理費を賄えていますが、人口の減少に伴う使用料収入の減少と電気料金高騰による維持管理費の急

激な増加に伴い、令和 5年度からは 100％を下回る見込みです。 

収支の均衡だけでなく、適正な使用料も維持していく必要があるため、使用料の改定も視野に入れて

経費回収率の改善を図る必要があります。下諏訪町の下水道の普及率・水洗化率は既に高い水準にあ

り、水洗化率の増加による増収は見込めないため、経費回収率の維持・向上のためには、今後も 3年に

1回程度の頻度で、定期的な使用料の検証・改定検討が必要となります。 

 

 ■経費回収率の向上に向けたロードマップ 

 

 

 

 

 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

経営戦略（後期計画期間）

経営戦略改定 ○

　　　　（次期計画期間）

使用料改定の検討（３年毎）
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（３）達成目標 

指標 実績（Ｒ３） 目標（Ｒ９） 全国平均（Ｒ２） 類似団体平均（Ｒ２） 

経常収支比率 

１０２．６％ １００％以上 １０５．８％ １０４．４％ 

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費

用をどの程度賄えているかを表す。 

 

３ 今後検討予定の取組 

 

（１）投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

  

項目 内容 

投資の平準化 

 令和 9年度以降、ストックマネジメント計画の改定を予定し

ています。蓄積した調査結果を活用し、中長期的な改築需要予

測の精度を向上させることで、最適な点検調査計画を策定し、

投資の平準化を図っていきます。 

民間活力の活用 

全国的に見て、下水道事業における民間活用が進んでいるの

は処理場やポンプ場の維持管理・運営であり、管理する施設が

管渠とマンホールポンプ場のみの当町の場合、導入が可能か研

究段階にあります。引き続き情報収集に努め、他事業者の事例

を参考に、管渠の更新工事などに活用できるか研究していきま

す。 

 

 

（２）財源についての検討状況等 

  

項目 内容 

料金 

計画上、維持管理費用を賄うことのできる下水道使用料を確

保するため、有収水量の将来予測や料金引き上げの時期等の検

討を定期的に行っていきます。改定率と実際の収益増加率の差

を加味して改定率の算定を行った上で、3 年に 1 回の頻度で料

金改定の検討を行います。 

企業債 

世代間負担の公平性を考慮して借入を行います。また、事業

の実施にあたっては、国の補助等を活用し、企業債の借入額を

最小限に抑えていきます。 

繰入金 
総務省から示される繰入基準に基づき、基準の範囲内で繰入

を行っていきます。 

資産の有効活用等による 

収入増加の取組 

今後増加する見込みの更新費用のために、現在内部に留保し

た資金を活用した債券運用の導入について、検討を進めていき

ます。 
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～下諏訪町下水道事業の基盤強化に向けて～ 

 

このたび見直した「下諏訪町下水道事業経営戦略」では、下水道事業の現状と課

題、今後の見通しについてまとめ、第 7次下諏訪町総合計画の基本理念「安心安

全で暮らしやすいまちづくり」の実現に向けた施策をまとめました。また、施策

に基づいて投資・財政計画と、具体的な数値目標を定めました。 

 人口減少、施設の老朽化等、将来の厳しい事業環境が予測される中にあっても、

安全で災害に強い下水道施設を構築し、快適な生活を支えていく基盤として欠か

せない下水道事業を継続していく必要があります。 

今後も健全な経営を維持することを目標に、現在抱える課題を改善するととも

に、今後発生する長期的な課題も見据えて経営基盤の強化に取り組んでまいりま

す。 

 

 

デザインマンホール設置状況 

（AQUA 未来前） 
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6
7
1
,
5
8
2

2
,
6
2
8
,
2
6
7

2
,
5
8
2
,
4
6
9

2
,
5
3
3
,
4
1
6

2
,
4
8
4
,
8
5
5

2
,
4
3
6
,
7
6
5

2
,
4
1
3
,
3
6
0

2
,
3
9
0
,
3
9
0

使
用

料
収

入
（

千
円

）
4
2
1
,
4
0
9

4
1
0
,
7
9
7

4
0
3
,
0
2
7

4
0
1
,
5
6
8

4
0
1
,
2
5
0

3
7
5
,
9
4
1

3
6
7
,
3
5
7

3
6
1
,
3
8
1

3
5
5
,
4
7
1

3
4
9
,
6
2
5

汚
水

処
理

費
（

千
円

）
3
4
1
,
0
4
7

3
4
5
,
5
9
1

3
7
0
,
0
7
5

3
7
5
,
3
8
1

3
8
6
,
2
8
2

4
5
1
,
0
2
9

4
1
6
,
6
7
4

4
0
1
,
8
0
5

4
0
1
,
5
9
7

4
0
0
,
2
3
8

経
費

回
収

率
（

％
）

1
2
3
.
6
%

1
1
8
.
9
%

1
0
8
.
9
%

1
0
7
.
0
%

1
0
3
.
9
%

8
3
.
4
%

8
8
.
2
%

8
9
.
9
%

8
8
.
5
%

8
7
.
4
%

減
価

償
却

費

支
払

利
息

そ
の

他
支

出
計

経
常

損
益

(
C
)
-
(
D
)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(
F
)
-
(
G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(
E
)
+
(
H
)

そ
の

他
補

助
金

営
業

外
費

用

そ
の

他
収

入
計

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

委
託

料
流

域
維

持
管

理
負

担
金

そ
の

他

８
年

度

そ
の

他
営

業
外

収
益

補
助

金
他

会
計

補
助

金

９
年

度

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入

他
会

計
負

担
金

（
雨

水
分

）

３
０

年
度

元
年

度
２

年
度

３
年

度
４

年
度

長
期

前
受

金
戻

入

５
年

度
６

年
度

７
年

度
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収
支
計
画
（
資
本
的
収
支
）

（
単
位
：
千
円
）

決
算
額
←

決
算
見
込

→
計
画
額

年
　
　
　
　
　
度

区
　
　
　
　
　
分

１
．

2
4
0
,
4
0
0

1
5
2
,
3
0
0

2
0
1
,
1
0
0

7
7
,
5
0
0

8
4
,
4
0
0

1
1
4
,
7
0
0

1
5
2
,
4
0
0

6
3
,
0
0
0

2
8
,
0
0
0

5
2
,
4
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

6
0
,
6
0
0

5
0
,
2
0
0

3
0
,
0
0
0

2
7
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

6
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

６
．

2
0
0
,
0
6
0

1
2
2
,
2
8
0

4
7
,
5
0
0

6
4
,
7
0
0

5
5
,
5
0
0

9
5
,
0
0
0

1
1
8
,
9
0
0

4
8
,
0
0
0

3
1
,
0
0
0

5
7
,
9
0
0

７
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

８
．

6
,
8
9
3

9
,
3
9
2

2
0
4

1
,
6
0
4

1
6
,
6
0
9

1
2
,
0
8
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

９
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(A
)

5
0
7
,
9
5
3

3
3
4
,
1
7
2

2
7
8
,
8
0
4

1
7
0
,
8
0
4

1
7
6
,
5
0
9

2
2
7
,
7
8
0

2
8
1
,
6
0
0

1
3
1
,
3
0
0

7
9
,
3
0
0

1
3
0
,
6
0
0

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(C
)

5
0
7
,
9
5
3

3
3
4
,
1
7
2

2
7
8
,
8
0
4

1
7
0
,
8
0
4

1
7
6
,
5
0
9

2
2
7
,
7
8
0

2
8
1
,
6
0
0

1
3
1
,
3
0
0

7
9
,
3
0
0

1
3
0
,
6
0
0

１
．

4
5
0
,
1
0
7

3
0
5
,
2
7
4

2
9
0
,
9
9
3

1
8
9
,
1
4
5

1
7
8
,
9
2
9

2
9
4
,
6
3
3

3
1
2
,
5
0
8

1
3
6
,
6
0
6

1
0
7
,
7
0
1

1
6
1
,
5
9
6

0
0

0
8
,
1
6
3

9
,
3
3
5

9
,
2
9
6

9
,
3
8
8

9
,
4
8
2

9
,
5
7
7

9
,
6
7
2

２
．

2
0
8
,
4
2
2

1
5
3
,
0
9
8

1
4
0
,
3
6
8

1
3
6
,
9
4
9

1
3
6
,
5
0
9

1
1
1
,
5
7
8

9
7
,
7
1
3

9
0
,
0
1
7

8
4
,
1
0
0

8
3
,
4
6
5

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(D
)

6
5
8
,
5
2
9

4
5
8
,
3
7
2

4
3
1
,
3
6
1

3
2
6
,
0
9
4

3
1
5
,
4
3
8

4
0
6
,
2
1
1

4
1
0
,
2
2
1

2
2
6
,
6
2
3

1
9
1
,
8
0
1

2
4
5
,
0
6
1

(E
)

1
5
0
,
5
7
6

1
2
4
,
2
0
0

1
5
2
,
5
5
7

1
5
5
,
2
9
0

1
3
8
,
9
2
9

1
7
8
,
4
3
1

1
2
8
,
6
2
1

9
5
,
3
2
3

1
1
2
,
5
0
1

1
1
4
,
4
6
1

１
．

1
1
7
,
2
1
6

1
0
8
,
3
7
1

1
2
6
,
0
2
5

1
3
9
,
0
2
2

1
2
3
,
5
1
1

1
5
2
,
5
2
6

1
0
1
,
1
1
2

8
3
,
8
1
4

1
0
3
,
6
2
8

1
0
0
,
6
9
7

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

3
3
,
3
6
0

1
5
,
8
2
9

2
6
,
5
3
2

1
6
,
2
6
8

1
5
,
4
1
8

2
5
,
9
0
5

2
7
,
5
0
9

1
1
,
5
0
9

8
,
8
7
3

1
3
,
7
6
4

(F
)

1
5
0
,
5
7
6

1
2
4
,
2
0
0

1
5
2
,
5
5
7

1
5
5
,
2
9
0

1
3
8
,
9
2
9

1
7
8
,
4
3
1

1
2
8
,
6
2
1

9
5
,
3
2
3

1
1
2
,
5
0
1

1
1
4
,
4
6
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(H
)
1
,
7
8
0
,
6
1
9
1
,
7
7
9
,
8
2
1
1
,
8
4
0
,
5
5
3
1
,
7
8
1
,
1
0
4
1
,
7
1
6
,
2
0
9
1
,
7
1
9
,
7
4
7
1
,
7
8
2
,
3
5
4
1
,
7
5
5
,
7
6
0
1
,
7
0
0
,
0
8
6
1
,
6
6
9
,
4
5
1

○
他
会
計
繰
入
金

年
　
　
　
　
　
度

区
　
　
　
　
　
分

3
9
,
4
0
0

4
9
,
8
0
0

7
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

6
7
,
0
0
0

1
2
3
,
0
0
0

1
5
2
,
3
0
0

1
4
9
,
2
0
0

1
4
4
,
0
0
0

1
4
0
,
6
0
0

3
9
,
4
0
0

4
9
,
8
0
0

7
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

6
7
,
0
0
0

1
2
3
,
0
0
0

1
5
2
,
3
0
0

1
4
9
,
2
0
0

1
4
4
,
0
0
0

1
4
0
,
6
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
0
,
6
0
0

5
0
,
2
0
0

3
0
,
0
0
0

2
7
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
0
,
6
0
0

5
0
,
2
0
0

3
0
,
0
0
0

2
7
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

8
7
,
0
0
0

8
7
,
0
0
0

1
2
9
,
0
0
0

1
5
8
,
3
0
0

1
5
5
,
2
0
0

1
5
0
,
0
0
0

1
4
6
,
6
0
0

３
０
年
度

元
年
度

２
年
度

３
年
度

９
年
度

４
年
度

５
年
度

６
年
度

７
年
度

８
年
度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計
(A

)の
う

ち
翌

年
度

へ
繰

り
越

さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計
資

本
的

収
入

額
が

資
本

的
支

出
額

に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

企
業

債
残

高

う
ち

基
準

外
繰

入
金

元
年
度

２
年
度

３
年
度

４
年
度

３
０
年
度

７
年
度

８
年
度

９
年
度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

５
年
度

６
年
度

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計
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